
令和３年度第２回豊田市地域保健審議会の議事の御意見・御質問の回答 

 

番号 １ 

御意見・御質問の有無 有    ・   無 

議事内容 協議   ・   報告（１） 

協議・報告事項名 （１）今年度の重点取組の進捗について 

ページ数 
資料２ p.2-13  
様式 2 取組成果の欄全般 

御意見・御質問 

取組成果の欄が未記入となっています。令和 3 年度末の評
価は、まだ完了していないと思われますが、各重点取組項目
の求める状態・成果【令和 3 年度末のミライのフツー】は、
どのように評価され、今後に向けてどのような課題（令和 4
年度の取組計画）が検討されているのでしょうか。 

回答 

「求める状態・成果」の評価方法は、各項目ごとに異なる
ため、一律にお答えすることはできませんが、例えば出典と
なった調査の最新の結果を参照したり、関係する取組の直
近の実績を集計する等、項目の趣旨を踏まえた妥当な方法
となるよう努めています。「今後の課題」は、それまでの取
組との連続性等とともに、必要に応じ、市政・保健所運営に
関わる直近の状況等も勘案し、年度ごとに検討しています。
令和 4 年度の課題（取組計画）は、今後決定・公表する予
定ですので、今しばらくお待ちください。 

 

 

 

 

 



令和３年度第２回豊田市地域保健審議会の議事の御意見・御質問の回答 

 

番号 ２ 

御意見・御質問の有無 有    ・   無 

議事内容 協議   ・   報告（1） 

協議・報告事項名 
今年度の重点取組の進捗について 

項目番号１：新型コロナウイルス感染症への着実な対応 

ページ数 
資料２ ２ページ 
（４）患者感染疑い者、濃厚接触者への対応 

御意見・御質問 

 自宅療養者の支援に、自宅家庭内での感染予防対策のマ

ニュアル等、対策グッズ（マスク、消毒用エタノール、使
い捨て手袋、感染ゴミ処理用のゴミ袋等）の即時の支給も
必要ではないでしょうか。 
家庭内感染を少しでも防げると思いますが、春日井市で
は、薬局にグッズを配備し、薬局から自宅療養者宅に配送

を行っています。 

回答 

自宅での感染対策については、市ホームページにおい
て、「新型コロナウイルス感染症陽性者のみなさまへ」ペ
ージ内の「自宅療養される方へ」の項目で、「新型コロナ
ウイルス感染症陽性者の皆様へ（自宅療養のしおり）」、「家
庭内でご注意いただきたいこと～8 つのポイント～」、「家
庭でのゴミの捨て方」を掲載し、療養中の参考にしていた
だいています。紙でのマニュアル配布も効果的ですが、国

の方針で療養期間等が時々刻々と変わるため、即時性を重

視してホームページを利用しての周知、啓発をしていま
す。 
対策グッズについて、生産や流通の事情で物資が不足し

たり入手できないといった問題や状況は生じていません。
家庭内で感染者と濃厚接触者が混在する場合でも、食品や
日用品等の購入については、時間帯や利用者の状況を考慮
して買い物に行ってもらうように助言しています。今後、
自宅療養者から要望等の声に応じて、適切に対応していき
ます。 

 



令和３年度第２回豊田市地域保健審議会の議事の御意見・御質問の回答 

 

番号 ３ 

御意見・御質問の有無 有    ・   無 

議事内容 協議   ・   報告（１） 

協議・報告事項名 
今年度の重点取組の進捗について 

項目番号１：新型コロナウイルス感染症への着実な対応 

ページ数 2 ページの（３） 

御意見・御質問 

（３）で相談件数等に応じた窓口等の柔軟な体制整備とあ
りますが、現在の感染状況への対応で直近のところで実績
以外に何かありますか。 

回答 

 電話相談窓口の体制の変更等はありませんが、濃厚接触
者の対応を変更しています。 
濃厚接触者で体調不良が生じてきた方について、従来

は、保健所の指定する医療機関で PCR 検査のみを受けて
いただいていました。しかし、この場合、体調により薬が
必要とする場合や入院の要不要の判断が必要な場合には、
改めて医療機関を受診していただく必要があり、薬の処方
等までに時間を要していました。 
 そこで、濃厚接触者で体調不良となった方は、保健所の
検査を受けずに、かかりつけ医療機関や自宅療養者が陽性
と判断していただいた医療機関を受診していただき、早期
の感染判定や薬の処方をしていただける流れに、感染者が
急増した１月の下旬から変更しています 

 



令和３年度第２回豊田市地域保健審議会の議事の御意見・御質問の回答 

 

番号 ４ 

御意見・御質問の有無 有    ・   無 

議事内容 協議   ・   報告（３） 

協議・報告事項名 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について 

ページ数 
資料４－２ 3 ページ １－（３）―その他 
予防接種証明書(ワクチンパスポート)のデジタル化開始 

御意見・御質問 

 新聞コピーにあるように１月２１日に適用された「まん

延防止等重点措置」に関し、ワクチン接種証明などで行動
制限を緩和する「ワクチン検査パッケージ」は原則停止す
るとした。 
 これは１回目、２回目と接種を重ねていても感染するブ
レークスルーによるものと思われる。 
 感染症予防課のワクチンパスポートもこれに準じるの

では。 
渡航者の申請用などに限定されて来るのではないか。 

 
【追伸】 
 私もワクチンパスポートをもらおうと「まん延防止等重
点措置」適用以前に同課を訪ねたが、私の携帯の技術的な
理由でアプリにダウンロード出来なかった。私のスマホは
２０年８月１日にガラケー携帯からスマホに切り替えた
が、シニアのスマホ初心者向けの機種で、複雑な機能は少
なく、マイナンバーカードを読み取れる端末ではないこと

が理由だった。 
 この時はシニア対象にガラケーからスマホへの乗り換
えキャンペーンに各社が取り組んで、全国的にも何百万人
の高齢者が契約したらしい。 
 ワクチン接種者は高齢者が多いだけに、今後、この企画
をリメイクするにしてもこうした技術的な問題もチェッ
クしたらと思います。 

回答 

・市が発行する予防接種証明書（ワクチンパスポート）は、

予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種の事実を

公的に証明するものです。 

・当該証明書は、渡航先への入国時や入国・帰国後に待機

期間の緩和措置を受ける場合のほか、国内において行動



制限の緩和措置を受ける場合や民間が提供するサービ

スを受ける場合など、様々な場面での活用を想定してい

ます。 

・ご指摘のとおり、第 6 波に伴う感染急拡大を受け、愛知
県では、1 月 19 日（水）からワクチン検査パッケージを
適用していませんが、これに準じて証明書の発行自体を渡
航者の申請用などに限定することはありません。 

 


